
【連　結】

1．グループの概況

《グループの事業系統図》

２．連結事業概況

（1）事業の概況

　ＪＡ都城のグループは、当組合・（株）協同商事・（株）都城くみあい食品・

（有）アグリセンター都城・（有）Ｍの国牧場で構成されています。

Ｊ　Ａ　都　城 　本所・支所（支店）・出張所

　連結子会社：４社
　　　（株）協同商事
　　　（株）都城くみあい食品
　　　（有）アグリセンター都城
　　　（有）Ｍの国牧場

　令和４年度の当組合の連結決算は、子会社４社を連結しております。

　連結決算の内容は、連結経常利益１億５千４百万円（対前年比４億１百万円減）、

連結自己資本比率は１１．５６％（対前年比０．３５％減）となりました。

（株）都城くみあい食品

（里芋の加工）

(有)Ｍの国牧場

（株）協同商事 ＡＴＯＭ 南部店

(有)アグリセンター都城
（お茶収穫の様子）

(有)Ｍの国牧場
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【㈱協同商事】

【㈱都城くみあい食品】

（2）連結子会社の事業概況

【 レストラン部門 】
　売上高92,201千円（計画対比112.0 %）の実績になりました。今年度は新型コロナウイ
ルスの営業時間短縮、休業が少なく、営業日数が増えたことにより計画以上の数字が出ま
した。しかし、宴会等の利用や、観光客のバスツアーなどの団体客は、いまだ少ない状況
です。
　仕出し・惣菜および市場食堂については、衛生管理の徹底を行い、内容充実を図りなが
ら営業して参りました。
【 直売所部門　ＡＴＯＭ 】
　売上高1,218,381千円（計画対比 103.0 %）の実績になりました。地産地消の浸透を図
る事を目的として「朝どれ野菜」・「肉・魚品揃え」で消費者のニーズに応え、地域の農
畜産物のアンテナショップとして役割を果たして参りました。また、都城市ふるさと納税
で、肉と焼酎の町をテーマに取り組みをしております。
【直売所ＡＴＯＭ南部店】
　売上高301,828千円（計画対比 107.1 %）の実績になりました。地産地消の浸透を図る
事を目的として、安心、安全、高品質を売りに朝霧の直売所、ＪＡ都城の営農部との連携
を図り、魅力ある直売所を目指しながら営業して参りました。また、南部店においても都
城市ふるさと納税の取り組みをおこないました。

　食肉加工部門は売上高521,219千円（計画対比102.3％）の実績でした。加熱商品はハン
バーグ類を中心に計150.5ｔ・ふるさと納税等ギフト1,555箱（計画対比107.7％）の実績
でした。受託加工品では生ハム等354.1ｔ（計画対比91.1％）の実績でした。自粛規制の
緩和により業務用商材の受注も回復しており、売上高は計画を上回りました。しかしなが
ら、収益は原料・資材等値上げにともなう原価高、取引先の新規工場稼働による受託加工
品の減少等により売上げに見合う利益率を確保出来ず計画を下回りました。
　食肉営業部門は、売上高970,253千円 (計画対比108.2％)の実績でした。食肉加工部門
と同様な営業環境で原価増もあり粗利率が減少しましたが、販売量の増加に努めたことで
計画以上の収益を確保しました。
  農産加工部門は、売上高1,282,596千円 (計画対比112.2％)の実績でした。冷凍野菜に
おいて業務用向けは原材料・資材の高騰により厳しい状況ですが、市販品は需要もあり問
い合わせ等好調に推移しています。しかしながら、天候不順・原料品質において製造難と
なり、販売調整や半製品の購入、歩留・生産性の低下等で仕入れ・販管費等が増加しまし
た。受託加工において果汁用人参ピューレは2,457ｔ（前年比95.6％）の実績で野菜飲料
の消費鈍化が減少の要因となっています。焼酎用冷凍蒸芋は5,425ｔで前年を上回りまし
たが、7,000ｔの依頼に対し天候不順・基腐病の影響で原料不足となりました。農産加工
全体で鋭意取り組みして計画を上回る売上げとなりましたが、原料不足・品質状況や諸経
費の高騰等で厳しい収支となりました。
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【㈲アグリセンター都城】

【㈲Ｍの国牧場】

　　本年の畜産情勢は、ウクライナ侵攻、急激な円安、中国の需要拡大の影響により、穀
物相場が異常相場で展開し、あわせて生産資材費を含む物価高騰も歯止めのかからない状
況となりました。また、長引くコロナウイルス感染症および景気低迷等が牛肉消費の動向
に大きく反映し、枝肉相場が不安定な状況で推移したことにより、牧場経営はかつて経験
したことのない激しい1年となりました。当牧場も本年度は営業年度第18期を迎えました
が、現在の飼養頭数は、肥育牛で636頭（関之尾506頭：庄内130頭）と概ね計画通りの実
績となりました。繁殖部門は不受胎牛が増加したことにより母牛の更新も進みましたが、
概ね計画通りの繁殖牛80頭（子牛50頭）の飼養となりました。当牧場は以前から肉量・肉
質両面からの枝肉改善に取り組んでおり、その成果として本年度は5等級率の大幅な改善
が図られましたが、枝肉相場の低迷により1頭当たりの売上高は横ばいとなりました。し
かしながら、生産資材費等の高止まりの影響は大きく、事業計画を大きく下回る赤字決算
となりました。
　このような情勢の中、肥育部門で販売頭数372頭（計画対比99.2％）・販売額　450,711
千円（計画対比95.9％）で1頭当たり1,212千円（昨年比25千円安）の実績となり、繁殖部
門では子牛販売（自家保留）頭数65頭（計画対比91.6％）・子牛販売額　22,474千円（計
画対比99.4％）の実績となりました。枝肉の肉質成績では上物率で95.2％（昨年
91.4％）、５等級率では60.2％（昨年52.4％）と前年を大きく上回りました。枝肉単価は
平均2,333円となり、前年度を21円下回る成績となりました。また、枝肉重量は、去勢
522.3㎏（3.7㎏減）雌465.3㎏（12.2㎏減）といずれも昨年を下回りました。導入につい
ては、今後の導入出荷の平準化を勘案し、去勢290頭・雌74頭の合計364頭（計画対比
98.4％）の導入実績となりました。導入価格は子牛相場に価格幅が生じる中で、1頭当た
りの粗利益の現状および自家保留牛の圧縮価格等を把握しながら、去勢640千円（昨年比
94千円安）・雌455千円（昨年比51千円安）の実績となりました。

　受託部門においては、籾乾燥調製は施設稼働率向上を図り、利用推進・啓蒙を実施しま
す。大型農機は、オペレーターの技術向上および機械の延命化をめざし、作業面積維持・
拡大および飼料供給体制の確立を図ります。水稲育苗は、ＪＡはまゆうからの早期水稲苗
および早期苗運搬委託ならびに普通期育苗健苗生産と全従業員による営業活動を展開し、
事業量確保に努めます。種子籾乾燥調整は、施設の改善に伴い採種農家の生産される種子
籾を技術向上と計画的作業により事業を展開します。白米供給は、直売所ＡＴＯＭとの連
携や精米技術の向上により安定供給に努めます。
  農業経営部門では、露地野菜の根菜類（ごぼう・甘藷・里芋）を撤退し、葉物類に特化
した経営とします。全品目再生産価格形成のできる機能および各事業所間の相互協力（全
従業員）による事業展開を図り、露地野菜32.7ha（ほうれん草27ha・大麦若葉5.5ha・ニ
ラ0.2ha）、水田27.1ha（主食用米10.2ha・加工用米13.7ha・WCS他3.2ha）を栽培しま
す。また、新たに2haヤマトダマ（バイオ燃料）を経営開始します。
  茶事業部門では、既植茶園151.63haの早期成園化に向けた、適正管理及び摘採収量の安
定確保に努めます。また、年産および生産履歴（トレーサビリティーシステム）管理シス
テムとＧＧＡＰ認証にともない、品質向上と安全作業に努めます。
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３．連結事業年度の財産の状況

（単位：千円）

令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度

（令和４年１月３１日） （令和５年１月３１日） （令和４年１月３１日） （令和５年１月３１日）

－ －

－ －

－ －

－ － － －

－ －

－ －

－ －

△131,570 △136,552

共済事業資産

共済貸付金 － － 支払手形及び経済事業未払金

その他の共済事業資産 その他の経済事業負債

貸倒引当金 △4 △3 － －

経済事業資産

受取手形及び経済事業未収金

棚卸資産

その他の経済事業資産

貸倒引当金 △340,154 △607,169

雑資産

固定資産 繰延税金負債 － －

有形固定資産 再評価に係る繰延税金負債

　 減価償却資産 連結調整勘定 － －

減価償却累計額 △8,312,590 △8,106,168

　 土地

   建設仮勘定 組合員資本

無形固定資産 出資金（資本金）

（うち連結調整勘定） － － 回転出資金 － －

外部出資 資本剰余金 － －

外部出資 利益剰余金

外部出資等損失引当金 △500 － 処分未済持分 △49,360 △45,128

退職給付に係る資産 － － 子会社の所有する親組合出資金 △228,388 △246,737

繰延税金資産 評価・換算差額等

再評価に係る繰延税金資産 － － その他有価証券評価差額金 △419,064

繰延資産 － － 土地再評価差額金

退職給付に係る調整累計額 － －

非支配株主持分

負 債 の 部 合 計

（純資産の部）

純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

その他の引当金

債務保証見返 共済資金

貸倒引当金 その他の共済事業負債

経済事業負債

設備借入金

雑負債

諸引当金

賞与引当金

退職給付に係る負債

役員退職慰労金引当金

有価証券 債務保証

貸出金 共済事業負債

その他の信用事業資産 共済借入金

コール・ローン 借入金

商品有価証券 その他の信用事業負債

金銭の信託 諸引当金

信用事業資産 信用事業負債

現金 貯金

預金 譲渡性貯金

（１）連結貸借対照表

科 目 科目

（資産の部） （負債の部）
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（２）　連結損益計算書
（単位：千円）

令和３年度 令和４年度
令和.３年２月１日 令和.４年２月１日
令和４年１月３１日 令和５年１月３１日

信用事業収益

資金運用収益

(うち預金利息) （ ） （ ）

(うち有価証券利息) （ ） （ ）

(うち貸出金利息) （ ） （ ）

(うちその他受取利息) （ ） （ ）

役務取引等収益

その他事業直接収益

その他経常収益

信用事業費用

資金調達費用

(うち貯金利息) （ ） （ ）

(うち給付補填備金繰入) （ ） （ ）

(うち借入金利息) （ ） （ ）

(うちその他支払利息) （ ） （ ）

役務取引等費用

その他経常費用 △629

(うち貸倒引当金繰入又は戻入) （ △81,548 ） （ ）

(うち貸出金償却) （ ） （ － ）

共済事業収益

共済付加収入

その他の収益

共済事業費用

共済推進費及び共済保全費

その他の費用

(うち貸倒引当金繰入又は戻入) △81 －

購買事業収益

購買品供給高

その他の収益

購買事業費用

購買品供給原価

購買品供給費

その他の費用

(うち貸倒引当金繰入又は戻入) （ ） （ ）

販売事業収益

販売品販売高

販売手数料

その他の収益

販売事業費用 △90,072

販売品販売原価 △221,951 △201,767

販売費

その他の費用

(うち貸倒引当金繰入又は戻入) （ △19,960 ） （ ）

その他事業収益

その他事業費用

人件費

その他事業管理費

受取雑利息

受取出資配当金

持分法による投資益 － －

その他の事業外収益

支払雑利息

持分法による投資損 － －

その他の事業外費用

(うち貸倒引当金繰入又は戻入) （ ） （ ）

固定資産処分益

その他の特別利益

固定資産処分損

減損損失

その他の特別損失

△141,139

法人税等合計

△51,183 △64,319

当期利益 △222,813

△189

△222,623当期剰余金

特別利益

特別損失

税引前当期利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

非支配株主利益に帰属する当期利益

経　常　利　益

科　　                        目

事　 業　 総　 利　 益

信　用　事　業　総　利　益

共　済　事　業　総　利　益

購　買　事　業　総　利　益

販　売　事　業　総　利　益

そ　の　他　事　業　総　利　益

事業管理費

事　業　利　益

事業外収益

事業外費用
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（３）　連結剰余金計算書
（単位：千円）

１ 資本剰余金期首残高 － －

２ 資本剰余金増加高 － －

３ 資本剰余金減少高 － －

４ 資本剰余金期末残高 － －

（利益剰余金の部）

１ 利益剰余金期首残高

　　会計方針の変更による累積的影響額 － －

　　会計方針の変更を反映した利益剰余金期首残 － －

２ 利益剰余金増加高 △148,354

 　    当期剰余金 △222,623

       土地再評価差額金取崩額

３ 利益剰余金減少高

        配当金

        役員賞与金 － －

４ 利益剰余金期末残高

科　　                        目 令和３年度 令和４年度

（資本剰余金の部）
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（３）　連結剰余金計算書
（単位：千円）

１ 資本剰余金期首残高 － －

２ 資本剰余金増加高 － －

３ 資本剰余金減少高 － －

４ 資本剰余金期末残高 － －

（利益剰余金の部）

１ 利益剰余金期首残高

　　会計方針の変更による累積的影響額 － －

　　会計方針の変更を反映した利益剰余金期首残 － －

２ 利益剰余金増加高 △148,354

 　    当期剰余金 △222,623

       土地再評価差額金取崩額

３ 利益剰余金減少高

        配当金

        役員賞与金 － －

４ 利益剰余金期末残高

科　　                        目 令和３年度 令和４年度

（資本剰余金の部）

（（４４））連連結結注注記記表表

＜＜令令和和４４年年度度＞＞
○○連連結結決決算算書書類類のの作作成成ののたためめのの基基本本ととななるる重重要要なな事事項項にに関関すするる注注記記

連結の範囲に関する事項

　子会社は全て連結しています。

　連結子会社の数　　　：　４社

　連結子会社の名称　　：　株式会社　協同商事　　株式会社　都城くみあい食品　　

　　　　　　　　　　　　　有限会社　アグリセンター都城　　有限会社　Ｍの国牧場

持分法の適用に関する事項

　持分法適用の非連結子会社、関連会社はありません。

連結される子会社の事業年度に関する事項

　全ての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。

連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しています。

連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定は、平成14年度で全額償却しています。

剰余金処分項目等の取扱いに関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しています。

連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物は、手許現金、随時引出し可能な預金からな

っています。

○○　　重重要要なな会会計計方方針針にに係係るる事事項項にに関関すするる注注記記

記載金額の端数処理

　記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しており、金額千円未満の科目については「０」で表示してい

ます。

有価証券の評価基準および評価方法

（１）子会社株式等  　 　 ：　移動平均法による原価法

（２）その他有価証券　

      ①時価のあるもの　　：　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

　　　　　　　　　　　　　　　処理し、売却原価は移動平均法により算定）

      ②時価のないもの　　：　移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準および評価方法

　購買品・・・・・・・・・・・・・・・・・・売価還元法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下げの方法）

　購買品（燃料・プロパン）・・・・・・・・・最終仕入原価法に基づく原価法（収益性の低下による簿価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切り下げの方法）

　牛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切り下げ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の方法）

　利用・加工品・・・・・・・・・・・・・・・最終仕入原価法に基づく原価法（収益性の低下による簿価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切り下げの方法）
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固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

①建物

　ａ）平成１０年　３月３１日以前に取得したもの　：　旧定率法

　ｂ）平成１０年　４月　１日から平成１９年　３月３１日までに取得したもの　：　旧定額法

　ｃ）平成１９年　４月　１日以後に取得したもの　：　定額法

②建物以外

　ａ）平成１９年　３月３１日以前に取得したもの　：　旧定率法

　ｂ）平成１９年　４月　１日以降に取得したもの　：　定率法

　ｃ）所有権移転外ファイナンスリース取引　　　　：　リース期間定額法

　なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。

　また、取得価額１０万円以上２０万円未満の少額減価償却資産については、法人税法の規定に基づき、３

年間で均等償却を行っています。

（２）無形固定資産　：　定額法

　なお、当組合利用ソフトウエアについては、当組合における利用可能期間（５年）に基づく定額法により

償却しています。

引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

　貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程および資産の償却・引当基準に則り、次の

とおり計上しています。

　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権およびそれと同等の

状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証に

よる回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。

　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債

権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のう

ち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。

　上記以外の債権については、貸倒実績率に基づく予想損失率で算定した金額と税法繰入限度額のいずれか

多い金額を計上しています。

　この基準に基づき、当事業年度は予想損失率で算定した金額に基づき計上しています。

　すべての債権は、資産査定要領に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した査定

監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っています。

（２）賞与引当金

　職員に対して支給する賞与の支出にあてるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しています。

（３）退職給付引当金

　職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当

事業年度に発生していると認められる額を計上しています。

　なお、当組合は正職員について原則法を適用し、それ以外の職員については、退職給付引当金および退職

給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用

しております。

　①　退職給付見込額の期間帰属方法

　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、

　　期間定額基準によっています。

　②　数理計算上の差異及び会計基準変更時差異の費用処理方法

　　数理計算上の差異については、発生した年度に一括して費用処理しています。
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（４）外部出資等損失引当金

　当組合の外部出資先への出資に係る損失に備えるため、出資形態が株式のものについては有価証券の評価

と同様の方法により、株式以外のものについては貸出債権と同様の方法により、必要と認められる額を計上

しています。

（５）子会社等支援引当金

　子会社等の債権にともなう親組合としての支援損失に備えるため、当該子会社等の財政状態等を勘案し、

損失見積額を計上しています。

リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、平成２

０年度以前に取引を行ったものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

収益および費用の計上基準

（１）収益認識会計基準

　当組合は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）および「収益認識に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した財または

サービスの支配が利用者等に移転した時点で、もしくは、移転するにつれて財またはサービスと交換に受け

取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

　①購買事業

　　農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を共同購入し、組合員に供給する事業であり、当組合は組合員

　・利用者等との契約に基づき、購買品を引き渡す義務を負っております。この利用者等に対する履行義務は、

　購買品の引き渡し時点で充足することから、当時点で収益を認識しております。

　②販売事業

　　組合員が生産した農畜産物を当組合が集荷して共同で事業者等に販売する事業であり、当組合は事業者等

　との契約に基づき、販売品を引き渡す義務を負っております。この事業者等に対する履行義務は、販売品の

　引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しております。

　③保管事業

　 組合員が生産した米・大豆・種子籾等の農産物を保管・管理する事業であり、当組合は利用者等との契約

　 　に基づき、役務提供する義務を負っております。この利用者等に対する履行義務は、農産物の保管期間にわ

　たって充足することから、当該サービスの進捗度に応じて収益を認識しております。

　④加工事業

組合員が生産した農産物を原料に、加工食品等を製造して販売する事業であり、当組合は事業者等との契

　 　約に基づき、加工した商品を引き渡す義務を負っております。この事業者等に対する履行義務は、加工品の

　引き渡し時点で充足することから、当該時点で収益を認識しております。

　⑤利用事業

　 共同選果場、葬祭施設、自動車整備工場等を設置して、共同で利用する事業であり、当組合は利用者等と

　の契約に基づき、役務提供する義務を負っております。この利用者等に対する履行義務は、各種施設の利用

　が完了した時点で充足することから、当該時点で収益を認識しております。

　 　⑥指導事業

組合員の営農にかかる各種相談・研修・経理サービスを提供する事業であり、当組合は利用者等との契約

　に基づき、役務提供する義務を負っております。この利用者等に対する履行義務は、主にサービスの提供が

　完了した時点において充足することから、当該時点で収益を認識しております。

消費税および地方消費税の会計処理の方法

  消費税および地方消費税の会計処理は、都度税抜方式によっております。
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○○　　表表示示方方法法のの変変更更にに関関すするる注注記記

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更

　「会計上の見積り開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年3月31日）を当事業年度より適用し、

「会計上の見積りに関する注記」に記載しています。

○○　　会会計計上上のの見見積積りりにに関関すするる注注記記

繰延税金資産の回収可能性

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額　　繰延税金資産 千円

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

①算定方法

　繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を

限度として行っています。

②主要な仮定

　次年度以降の課税所得の見積りについては、令和４年１月に作成した中期経営計画を基礎として、

当組合が将来獲得可能な課税所得の時期および金額を合理的に見積っております。

③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響

　これらの見積りは将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受けます。よって、実際

に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった場合には、次年度以降の計算書類において

認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

　また、将来の税制改正により、法定実効税率が変更された場合には、次年度以降の計算書類におい

て認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

固定資産の減損

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額　　減損損失 千円

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

①算定方法

　資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・フロー

と帳簿価額を比較することにより、当該資産グループについての減損の要否の判定を実施しております。

　減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産または資産グル

ープのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別

される資産グループの最小単位としております。

②主要な仮定

　固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッシュ・フローについては、令和４年１月に作成し

た中期経営計画を基礎として算出しており、中期計画以降の将来キャッシュ・フローや、割引率等につ

いては、一定の仮定を設定して算出しております。

③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響

　これらの仮定は将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受け、翌事業年度以降の計算

書類に重要な影響を与える可能性があります。

貸倒引当金

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額　　貸倒引当金 千円

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

①算定方法

　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「5　引当金の計上基準」の「貸倒引当金」に記載して

おります。

②主要な仮定

　「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」については、各債務者の収益獲得能力を

個別に評価し、設定しております。

③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響

　個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る

計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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○○　　会会計計方方針針のの変変更更にに関関すするる注注記記

退職給付に関する会計基準の適用

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準２６号　平成２４年５月１７日。以下、「退職給付会計基

準」といいます。）および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針２５号　平成　

２４年５月１７日）が平成２６年４月１日以後開始する事業年度の期首から適用されることになったことに

伴い、当事業年度よりこれらの会計基準等を適用しています。

　なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及修正は行っておりません。

○○　　貸貸借借対対照照表表にに関関すするる注注記記

有形固定資産に係る圧縮記帳額

　土地収用法の適用、または国庫補助金等の受領により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳

額は3,332,096千円であり、その内訳は次のとおりです。

資産に係る減価償却累計額および圧縮記帳

　賃貸事業資産については、取得価格から減価償却累計額を控除した残額を記載しており、資産の取得価格

から控除した減価償却累計額は3,455,320千円です。
　また、資産の取得価格から控除している圧縮記帳額は2,438,306千円です。

減損損失累計額

　減価償却累計額には、減損損失累計額265,408千円が含まれております。

　以下の資産は、信用事業借入金（当座貸越）の担保に供しています。

　　定期預金 千円（信用事業借入金担保）

役員に対する金銭債権・金銭債務の総額

　理事および監事に対する金銭債権の総額 　

　理事および監事に対する金銭債務の総額

債権のうち農業協同組合法施行規則第204条第1項第1号ホ（2）（ⅰ）から（ⅳ）までに

掲げるものの額およびその合計額

　貸出金のうち、破産更生債権およびこれらに準ずる債権額は246,708千円、危険債権額は1,218,621千円

です。三月以上延滞債権はありません。貸出条件緩和債権額は36千円です。破産更生債権およびこれらに

準ずる債権、危険債権、貸出条件緩和債権額の合計額は1,465,365千円（Ａ）です。

(注１）破産更生債権およびこれらに準ずる債権

　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対す

る債権およびこれらに準ずる債権です。

(注２）延滞債権危険債権

　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元

本の回収および利息の受取りができない可能性の高い債権（注１に掲げるものを除く。）です。

(注３）三月以上延滞債権

　元本または利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金（注１、注２に掲げるものを

除く。）です。

担保に供している資産

該当なし

該当なし

土地 千円

リース資産 千円

車輌運搬具 千円

工具・器具 千円

機械・装置 千円

建物・建物附属設備 千円

構築物 千円
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(注４）貸出条件緩和債権

　債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、

債権放棄そのほかの債務者に有利となる取り決めを行った貸出金（注１、注２および注３に掲げるものを

除く。）です。

　なお、上記債権額に対しては、次のとおり保全がされています。

担保・保証により保全されている額

個別貸倒引当金で引当されている額

一般貸倒引当金で引当されている額

保全されている額合計

したがって、保全率（Ｂ）／（Ａ）は100％となっております。

土地再評価差額金の会計処理

　「土地の再評価に関する法律」（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）および「土地の再評価に関す

る法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評

価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。

（１）再評価を行った年月日 平成１１年１月３１日

（２）再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金

　　　額 千円

（３）同法律第３条３項に定める再評価の方法

　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第３号に定め

　　る、当該事業用土地について地方税法第３４１条第１０号の土地課税台帳または同条第１１号の土地補

　　充課税台帳に登録されている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。

○○  有有価価証証券券にに関関すするる注注記記

有価証券の時価および評価差額に関する事項

（１）その他有価証券で時価のあるもの

　　　その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、貸借対照表計上額およびこれらの差

　　額については、次のとおりです。

（単位：千円）

当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：千円）

合計 △ 419,064

種類 売却額 売却益 売却損

千円

千円

千円

国債 －

合計 －

千円（Ｂ）

種類
取得原価または

貸借対照表計上額
償 却 原 価

貸借対照表計上額が
取得原価または償却
原価を超えるもの

国債

差額

△ 419,064

－ 102 －



(注４）貸出条件緩和債権

　債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、

債権放棄そのほかの債務者に有利となる取り決めを行った貸出金（注１、注２および注３に掲げるものを

除く。）です。

　なお、上記債権額に対しては、次のとおり保全がされています。

担保・保証により保全されている額

個別貸倒引当金で引当されている額

一般貸倒引当金で引当されている額

保全されている額合計

したがって、保全率（Ｂ）／（Ａ）は100％となっております。

土地再評価差額金の会計処理

　「土地の再評価に関する法律」（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）および「土地の再評価に関す

る法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評

価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を

「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。

（１）再評価を行った年月日 平成１１年１月３１日

（２）再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金

　　　額 千円

（３）同法律第３条３項に定める再評価の方法

　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第３号に定め

　　る、当該事業用土地について地方税法第３４１条第１０号の土地課税台帳または同条第１１号の土地補

　　充課税台帳に登録されている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。

○○  有有価価証証券券にに関関すするる注注記記

有価証券の時価および評価差額に関する事項

（１）その他有価証券で時価のあるもの

　　　その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、貸借対照表計上額およびこれらの差

　　額については、次のとおりです。

（単位：千円）

当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：千円）

合計 △ 419,064

種類 売却額 売却益 売却損

千円

千円

千円

国債 －

合計 －

千円（Ｂ）

種類
取得原価または

貸借対照表計上額
償 却 原 価

貸借対照表計上額が
取得原価または償却
原価を超えるもの

国債

差額

△ 419,064

○○　　退退職職給給付付にに関関すするる注注記記

退職給付に係る事項

（１）採用している退職給付制度の概要

　職員の退職給付にあてるため、職員退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。また、こ

の制度に加え、同規程に基づく退職給付の一部にあてるため、全国農林漁業団体共済会との契約による退職

金共済制度を採用しています。

　なお、正職員以外の退職給付引当金および退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

（２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（原則法）

期首における退職給付債務 千円

　勤務費用 千円

　利息費用 千円

　数理計算上の差異の発生額 千円

　退職給付の支払額 千円

期末における退職給付債務 千円

（３）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表（簡便法）

期首における退職給付引当金 千円

　退職給付費用 千円

　退職給付の支払額 千円

　特定退職給付共済金制度への拠出金 千円

期末における退職給付引当金 千円

（４）年金資産の期首残高と期末残高の調整表(原則法）

期首における年金資産 千円

　期待運用収益 千円

　数理計算上の差異の発生額 千円

　特定退職共済制度への拠出金 千円

　退職給付の支払額 千円

期末における年金資産 千円

（５）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表（原則法）

　退職給付債務 千円

　特定退職共済制度 千円

　未積立退職給付債務 千円

　会計基準変更時差異の未処理額 千円

　貸借対照表計上額純額 千円

　　退職給付引当金 千円

（６）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表（簡便法）

　退職給付債務 千円

　特定退職共済制度 千円

　未積立退職給付債務 千円

　　退職給付引当金 千円

（７）退職給付費用およびその内訳項目の金額（原則法）

　勤務費用 千円

　利息費用 千円

　期待運用収益 千円

　数理計算上の差異の費用処理額 千円

　会計基準変更時差異の費用処理額 千円

　　　　合計 千円

△ 9,581

△ 107,760

△ 11,550

△ 473

△ 92,006

△ 1,771,578

△ 8,739

△ 119,936

－ 103 －



（８）退職給付に関連する損益（簡便法）

　簡便法で計算した退職給付費用 千円

（９）年金資産の主な内訳

　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

　債権 ％

　年金保険投資 ％

　現金および預金 ％

　その他 ％

　　　合計 ％

（１０）長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と年金資産を構成

する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しています。

（１１）割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　　　割引率 ％

　　　　　長期期待運用収益率 ％

特例業務負担金の金額

　人件費（うち法定福利費）には、厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るた

めの農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第５７条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）

がおこなう特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金37,557千円を含めて計上して

います。

　なお、同組合より示された令和４年３月現在における令和１４年３月までの特例業務負担金の将来見込

額は、388,062千円となっています。

○○　　税税効効果果会会計計にに関関すするる注注記記

繰延税金資産および繰延税金負債の内訳

　役員退職慰労引当金加算額

　その他有価証券評価損

　その他

○○　　収収益益認認識識にに関関すするる注注記記

「○重要な会計方針に係る事項に関する注記　6 収益および費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、

注記を省略しております。

　退職給付引当金超過額

　債権処理加算額

　貸倒引当金超過額

　賞与引当金超過額

　減価償却引当金超過額

　施設撤去工事引当金超過額

　土地加算額

　未収利息加算額

　未払事業税加算額

　牛繁殖家畜補助金加算額

（単位：千円）

項　　　　　　目 令和４年度

繰延税金資産

繰延税金資産合計

繰延税金資産の純額

繰延税金資産小計

評価性引当額 △ 561,105

＜＜令令和和３３年年度度＞＞
○○連連結結決決算算書書類類のの作作成成ののたためめのの基基本本ととななるる重重要要なな事事項項にに関関すするる注注記記

連結の範囲に関する事項
　子会社は全て連結しています。
　連結子会社の数　　　：　４社
　連結子会社の名称　　：　株式会社　協同商事　　株式会社　都城くみあい食品　　
　　　　　　　　　　　　　有限会社　アグリセンター都城　　有限会社　Ｍの国牧場

持分法の適用に関する事項
　持分法適用の非連結子会社、関連会社はありません。

連結される子会社の事業年度に関する事項
　全ての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。

連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しています。

連結調整勘定の償却に関する事項
　連結調整勘定は、平成14年度で全額償却しています。

剰余金処分項目等の取扱いに関する事項
　連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しています。

連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲
　連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物は、手許現金、随時引出し可能な預金からな
っています。

○○　　重重要要なな会会計計方方針針にに係係るる事事項項にに関関すするる注注記記

記載金額の端数処理
　記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しており、金額千円未満の科目については「０」で表示してい
ます。

有価証券の評価基準および評価方法
（１）子会社株式および  　：　移動平均法による原価法 　 
（２）その他有価証券　
      ①時価のあるもの　　：　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により
　　　　　　　　　　　　　　　処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      ②時価のないもの　　：　移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準および評価方法
　購買品（肥料・農薬・飼料・揮発油等の受払管理品）・・・総平均法による原価法（収益性の低下による
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簿価切り下げの方法）
　購買品（大型農機等）・・・・・・・・・・・・・・・・・個別法による原価法（収益性の低下による
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簿価切り下げの方法）
　購買品（上記以外の購買品）・・・・・・・・・・・・・・売価還元法による原価法（収益性の低下によ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る簿価切り下げの方法）
　牛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・個別法による原価法（収益性の低下による簿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　価切り下げの方法）
　子会社棚卸資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最終仕入原価法に基づく原価法（収益性の低
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下による簿価切り下げの方法）

固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
　定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）ならび
に平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しています。

（２）無形固定資産　：　定額法
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＜＜令令和和３３年年度度＞＞
○○連連結結決決算算書書類類のの作作成成ののたためめのの基基本本ととななるる重重要要なな事事項項にに関関すするる注注記記

連結の範囲に関する事項
　子会社は全て連結しています。
　連結子会社の数　　　：　４社
　連結子会社の名称　　：　株式会社　協同商事　　株式会社　都城くみあい食品　　
　　　　　　　　　　　　　有限会社　アグリセンター都城　　有限会社　Ｍの国牧場

持分法の適用に関する事項
　持分法適用の非連結子会社、関連会社はありません。

連結される子会社の事業年度に関する事項
　全ての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。

連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しています。

連結調整勘定の償却に関する事項
　連結調整勘定は、平成14年度で全額償却しています。

剰余金処分項目等の取扱いに関する事項
　連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しています。

連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲
　連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物は、手許現金、随時引出し可能な預金からな
っています。

○○　　重重要要なな会会計計方方針針にに係係るる事事項項にに関関すするる注注記記

記載金額の端数処理
　記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しており、金額千円未満の科目については「０」で表示してい
ます。

有価証券の評価基準および評価方法
（１）子会社株式および  　：　移動平均法による原価法 　 
（２）その他有価証券　
      ①時価のあるもの　　：　期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により
　　　　　　　　　　　　　　　処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      ②時価のないもの　　：　移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準および評価方法
　購買品（肥料・農薬・飼料・揮発油等の受払管理品）・・・総平均法による原価法（収益性の低下による
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簿価切り下げの方法）
　購買品（大型農機等）・・・・・・・・・・・・・・・・・個別法による原価法（収益性の低下による
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簿価切り下げの方法）
　購買品（上記以外の購買品）・・・・・・・・・・・・・・売価還元法による原価法（収益性の低下によ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る簿価切り下げの方法）
　牛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・個別法による原価法（収益性の低下による簿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　価切り下げの方法）
　子会社棚卸資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最終仕入原価法に基づく原価法（収益性の低
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下による簿価切り下げの方法）

固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
　定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）ならび
に平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しています。

（２）無形固定資産　：　定額法
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引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
　貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程および資産の償却・引当基準に則り、次の
とおり計上しています。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権およびそれと同等の
状況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証に
よる回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。
　また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債
権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のう
ち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。
　上記以外の債権については、貸倒実績率等で算定した金額を計上しています。
　すべての債権は、資産査定要領に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した査定
監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っています。

（２）賞与引当金
　職員に対して支給する賞与の支出にあてるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しています。

（３）退職給付引当金
　職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当
事業年度に発生していると認められる額を計上しています。
　なお、当組合は正職員について原則法を適用し、それ以外の職員および子会社の従業員については、退職
給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法
を用いた簡便法を適用しております。

　①　退職給付見込額の期間帰属方法
　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、
　　期間定額基準によっています。

　②　数理計算上の差異の費用処理方法
　　数理計算上の差異については、発生した年度に一括して費用処理しています。

消費税および地方消費税の会計処理の方法
  消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

○○　　表表示示方方法法のの変変更更にに関関すするる注注記記

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
　「会計上の見積り開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年3月31日）を当事業年度より適用し、
「会計上の見積りに関する注記」に記載しています。

○○　　会会計計上上のの見見積積りりにに関関すするる注注記記

繰延税金資産の回収可能性
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額　　繰延税金資産 千円
（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

①算定方法
　繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を
限度として行っています。
②主要な仮定
　次年度以降の課税所得の見積りについては、令和４年１月に作成した中期経営計画を基礎として、
当組合が将来獲得可能な課税所得の時期および金額を合理的に見積っております。
③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
　これらの見積りは将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受けます。よって、実際
に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった場合には、次年度以降の計算書類において
認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
　また、将来の税制改正により、法定実効税率が変更された場合には、次年度以降の計算書類におい
て認識する繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

固定資産の減損
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額　　減損損失 千円
（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

①算定方法
　資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・フロー
と帳簿価額を比較することにより、当該資産グループについての減損の要否の判定を実施しております。
　減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産または資産グル
ープのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別
される資産グループの最小単位としております。
②主要な仮定
　固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッシュ・フローについては、令和４年１月に作成し
た中期経営計画を基礎として算出しており、中期計画以降の将来キャッシュ・フローや、割引率等につ
いては、一定の仮定を設定して算出しております。
③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
　これらの仮定は将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受け、翌事業年度以降の計算
書類に重要な影響を与える可能性があります。

貸倒引当金
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額　　貸倒引当金 千円
（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

①算定方法
　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「5　引当金の計上基準」の「貸倒引当金」に記載して
おります。
②主要な仮定
　「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」については、各債務者の収益獲得能力を
個別に評価し、設定しております。
③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
　個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る
計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

○○　　会会計計方方針針のの変変更更にに関関すするる注注記記

棚卸資産の評価方法
　購買品の評価方法は、従来、売価還元法を採用していましたが、その一部（受払管理品）について、
総平均法に変更しました。
　この変更は、より適正な棚卸評価を行うことを目的としており、前期の消費税法改正と併せて、シス
テム対応を実施したことから、当事業年度期首からの適用となっております。
　なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及修正は行っておりません。

○○　　貸貸借借対対照照表表にに関関すするる注注記記

有形固定資産に係る圧縮記帳額
　土地収用法の適用、または国庫補助金等の受領により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳
額は3,469,554千円であり、その内訳は次のとおりです。

減損損失累計額
　減価償却累計額には、減損損失累計額195,527千円が含まれております。

　以下の資産は、信用事業借入金（当座貸越）、為替決済取引及び公金取扱事務の担保に供しています。
千円（信用事業借入金担保）
千円（為替決済取引担保）
千円（公金事務取扱担保）

　なお、相互援助預金として、定期預金13,779,000千円を差し入れています。

役員に対する金銭債権・金銭債務の総額
　理事および監事に対する金銭債権の総額 千円
　理事および監事に対する金銭債務の総額

定期預金

　　該当なし

担保に供している資産

定期預金
定期預金

機械・装置 千円
土地 千円

車両運搬具 千円
工具・器具 千円

建物・建物附属設備 千円
構築物 千円
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固定資産の減損
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額　　減損損失 千円
（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

①算定方法
　資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・フロー
と帳簿価額を比較することにより、当該資産グループについての減損の要否の判定を実施しております。
　減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産または資産グル
ープのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別
される資産グループの最小単位としております。
②主要な仮定
　固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッシュ・フローについては、令和４年１月に作成し
た中期経営計画を基礎として算出しており、中期計画以降の将来キャッシュ・フローや、割引率等につ
いては、一定の仮定を設定して算出しております。
③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
　これらの仮定は将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受け、翌事業年度以降の計算
書類に重要な影響を与える可能性があります。

貸倒引当金
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額　　貸倒引当金 千円
（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

①算定方法
　「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「5　引当金の計上基準」の「貸倒引当金」に記載して
おります。
②主要な仮定
　「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」については、各債務者の収益獲得能力を
個別に評価し、設定しております。
③翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響
　個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る
計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

○○　　会会計計方方針針のの変変更更にに関関すするる注注記記

棚卸資産の評価方法
　購買品の評価方法は、従来、売価還元法を採用していましたが、その一部（受払管理品）について、
総平均法に変更しました。
　この変更は、より適正な棚卸評価を行うことを目的としており、前期の消費税法改正と併せて、シス
テム対応を実施したことから、当事業年度期首からの適用となっております。
　なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及修正は行っておりません。

○○　　貸貸借借対対照照表表にに関関すするる注注記記

有形固定資産に係る圧縮記帳額
　土地収用法の適用、または国庫補助金等の受領により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳
額は3,469,554千円であり、その内訳は次のとおりです。

減損損失累計額
　減価償却累計額には、減損損失累計額195,527千円が含まれております。

　以下の資産は、信用事業借入金（当座貸越）、為替決済取引及び公金取扱事務の担保に供しています。
千円（信用事業借入金担保）
千円（為替決済取引担保）
千円（公金事務取扱担保）

　なお、相互援助預金として、定期預金13,779,000千円を差し入れています。

役員に対する金銭債権・金銭債務の総額
　理事および監事に対する金銭債権の総額 千円
　理事および監事に対する金銭債務の総額

定期預金

　　該当なし

担保に供している資産

定期預金
定期預金

機械・装置 千円
土地 千円

車両運搬具 千円
工具・器具 千円

建物・建物附属設備 千円
構築物 千円
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貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳
　貸出金のうち、破綻先債権額は4,657千円、延滞債権額は1,622,111千円、貸出条件緩和債権は76千円です。
なお、３ヵ月以上の延滞債権はありません。破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額および貸出
条件緩和債権額の合計額は1,626,845千円（Ａ）です。

(注１）破綻先債権
　未収利息を計上しなかった貸出金のうち、「更生手続開始の申立て」、「民事再生法の規定による再生手
続開始の申立て」、「破産法の規定による破産の申立て」、「特別清算開始の申立て」等があった債務者等
破綻先に対する貸出金残高です。

(注２）延滞債権
　未収利息不計上貸出金であって、「破綻先債権」および債務者の経営再建または支援を図ることを目的と
して利息の支払を猶予したもの以外の貸出金残高です。

(注３）３ヵ月以上延滞債権
　元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延している貸出金残高（注１、注２に掲げる
ものを除く。）です。

(注４）貸出条件緩和債権
　債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、
債権放棄その他の債務者に有利となる取り決めを行った貸出金残高（注１、注２および注３に掲げるものを
除く。）です。
　なお、上記債権額に対しては、次のとおり保全がされています。

担保・保証により保全されている額
個別貸倒引当金で引当されている額
一般貸倒引当金で引当されている額
保全されている額合計
したがって、保全率（Ｂ）／（Ａ）は100％となっております。

土地再評価差額金の会計処理
　「土地の再評価に関する法律」（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）および「土地の再評価に関す
る法律の一部を改正する法律」に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評
価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を
「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
（１）再評価を行った年月日 平成１１年１月３１日

（２）再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金
　　　額 千円

（３）同法律第３条３項に定める再評価の方法
　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第３号に定め
　　る、当該事業用土地について地方税法第３４１条第１０号の土地課税台帳または同条第１１号の土地補
　　充課税台帳に登録されている価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。

○○  有有価価証証券券にに関関すするる注注記記

有価証券の時価および評価差額に関する事項
（１）その他有価証券で時価のあるもの
　　　その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、貸借対照表計上額およびこれらの差
　　額については、次のとおりです。

（単位：千円）

（注１）なお、上記評価差額から繰延税金負債34,808千円を差し引いた額91,031千円が、「その他有価証券
評価差額金」に含まれています。

当事業年度中に売却したその他有価証券
（単位：千円）

合計

売却額 売却益 売却損

国債

貸借対照表計上額が
取得原価または償却
原価を超えるもの

国債

合計

種類
取得原価または

貸借対照表計上額 差額（注１）
償 却 原 価

千円
千円
千円（Ｂ）

千円

○○　　退退職職給給付付にに関関すするる注注記記

退職給付に係る注記
（１）採用している退職給付制度の概要
　職員の退職給付にあてるため、職員退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。また、こ
の制度に加え、同規程に基づく退職給付の一部にあてるため、全国農林漁業団体共済会との契約による退職
金共済制度を採用しています。
　なお、正職員以外の退職給付引当金および退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給
額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

（２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（原則法）
期首における退職給付債務 千円
　勤務費用 千円
　利息費用 千円
　数理計算上の差異の発生額 千円
　退職給付の支払額 千円
期末における退職給付債務 千円

（３）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表（簡便法）
期首における退職給付引当金 千円
　退職給付費用 千円
　退職給付の支払額 千円
　特定退職金共済制度への拠出金 千円
期末における退職給付引当金 千円

（４）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
期首における年金資産 千円
　期待運用収益 千円
　数理計算上の差異の発生額 千円
　特定退職金共済制度への拠出金 千円
　退職給付の支払額 千円
期末における年金資産 千円

（５）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表（原則法）
　退職給付債務 千円
　特定退職金共済制度 千円
　未積立退職給付債務 千円
　貸借対照表計上額純額 千円
　　退職給付引当金 千円

（６）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表（簡便法）
　退職給付債務 千円
　特定退職金共済制度 千円
　未積立退職給付債務 千円
　　退職給付引当金 千円

（７）退職給付費用およびその内訳項目の金額（原則法）
　勤務費用 千円
　利息費用 千円
　期待運用収益 千円
　数理計算上の差異の費用処理額 千円
　　　　合計 千円

△ 77,693
△ 12,298

△ 1,729,702

△ 114,047

△ 113,199

△ 1,248

△ 8,713
△ 2,996

△ 78,941
△ 147,787
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○○　　退退職職給給付付にに関関すするる注注記記

退職給付に係る注記
（１）採用している退職給付制度の概要
　職員の退職給付にあてるため、職員退職給与規程に基づき、退職一時金制度を採用しています。また、こ
の制度に加え、同規程に基づく退職給付の一部にあてるため、全国農林漁業団体共済会との契約による退職
金共済制度を採用しています。
　なお、正職員以外の退職給付引当金および退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給
額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

（２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（原則法）
期首における退職給付債務 千円
　勤務費用 千円
　利息費用 千円
　数理計算上の差異の発生額 千円
　退職給付の支払額 千円
期末における退職給付債務 千円

（３）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表（簡便法）
期首における退職給付引当金 千円
　退職給付費用 千円
　退職給付の支払額 千円
　特定退職金共済制度への拠出金 千円
期末における退職給付引当金 千円

（４）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
期首における年金資産 千円
　期待運用収益 千円
　数理計算上の差異の発生額 千円
　特定退職金共済制度への拠出金 千円
　退職給付の支払額 千円
期末における年金資産 千円

（５）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表（原則法）
　退職給付債務 千円
　特定退職金共済制度 千円
　未積立退職給付債務 千円
　貸借対照表計上額純額 千円
　　退職給付引当金 千円

（６）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表（簡便法）
　退職給付債務 千円
　特定退職金共済制度 千円
　未積立退職給付債務 千円
　　退職給付引当金 千円

（７）退職給付費用およびその内訳項目の金額（原則法）
　勤務費用 千円
　利息費用 千円
　期待運用収益 千円
　数理計算上の差異の費用処理額 千円
　　　　合計 千円

△ 77,693
△ 12,298

△ 1,729,702

△ 114,047

△ 113,199

△ 1,248

△ 8,713
△ 2,996

△ 78,941
△ 147,787
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（８）退職給付に関連する損益（簡便法）
　簡便法で計算した退職給付費用 千円

（９）年金資産の主な内訳
　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

　債券 ％
　年金保険投資 ％
　現金および預金 ％
　その他 ％
　　　合計 ％

（１０）長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と年金資産を構成
する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を考慮しています。

（１１）割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項
　　　　　割引率 ％
　　　　　長期期待運用収益率 ％

特例業務負担金の将来見込額
　人件費（うち法定福利費）には、厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るた
めの農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第５７条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）
がおこなう特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金37,612千円を含めて計上して
います。
　なお、同組合より示された令和３年３月現在における令和１４年３月までの特例業務負担金の将来見込
額は、430,593千円となっています。

○○　　税税効効果果会会計計にに関関すするる注注記記

繰延税金資産および繰延税金負債の内訳

　繁殖雌牛導入保留事業加算額
　乳牛せり市補償対策基金加算額
　外部出資等損失引当金超過額

繰延税金負債合計 △ 34,806
繰延税金資産の純額

繰延税金資産合計
繰延税金負債 
　その他有価証券評価差額金 △ 34,806

繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 328,993

　資産除去債務加算額
　未収販売手数料加算額
　出資金加算額

　牛繁殖家畜補助金加算額
　役員退職慰労引当金加算
　電話加入権加算額

　土地加算額
　未収利息加算額
　未払事業税加算額

　賞与引当金超過額
　減価償却費超過額
　施設撤去工事引当金超過額

　退職給付引当金超過額
　債権処理加算額
　貸倒引当金超過額

（単位：千円）
項　　　　　　目 令和３年度

繰延税金資産
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４．最近５年間の連結事業年度の主要な経営指標
（単位：千円・％）

注）

　　　

５．連結事業年度の事業別情報連結事業年度の事業別情報
（単位：百万円）

注）
　１．農業関連事業の経常収益については、販売品販売高を差し引いて表示しております。
　２．その他事業は、生活その他事業及び営農指導事業となります。

６．連結事業年度の農協法に基づく開示債権の状況

３０年度 令和２年度令和元年度

共済事業

資産の額

その他事業

経常収益

経常利益

資産の額

経常利益

経常収益

経常利益

△ 137 △ 209

令和３年度 令和４年度

△ 222,623

令和４年度

　１．連結経常収益は各事業収益の合計額を表しています。
　２．信託事業の取扱いは行っていません。

△ 22

　連結総資産額

　連結自己資本比率

信用事業

資産の額

令和３年度

経常収益

経常利益

　連結当期利益

　連結純資産額

合　計

経常収益

経常利益

資産の額

資産の額

農業関連事業

経常収益

　　当ＪＡにおきましては、信用事業を営む子会社はないため、農協法に基づく開示債権残高を把握しなければならない
　子会社はありません。ＪＡ単体のリスク管理債権残高をご覧下さい。

　連結経常収益

　信用事業収益

　共済事業収益

　農業関連事業収益

　（うち購買事業収益）

　（うち販売事業収益）

　その他事業収益

　連結経常利益
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７．連結自己資本の充実の状況

◇連結自己資本比率の状況

◇経営の健全性の確保と自己資本の充実

○普通出資による資本調達額

資本調達手段の種類 普通出資

コア資本に係る基礎
項目に算入した額

８，７６２百万円（前年度９，０７８百万円）

　当連結グループでは、適正なプロセスにより連結自己資本比率を正確に算

出し、ＪＡを中心に信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及びこれ

らのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、利益剰余金等

の付加資本の積み増しにより自己資本の充実に努めています。

　令和５年１月末における連結自己資本比率は、１１．５６％となりました。

　連結自己資本は、組合員の普通出資によっています。

項　　目 内　　容

発行主体 都城農業協同組合
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１．「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成27年金融庁・農水省告示第7号） 

　　に基づき算出しています。

２．当連結グループは、信用リスク・アセット額の算出にあたっては標準的手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出に

　　あたっては基礎的手法を採用しています。各手法の具体的内容は P. 80 の注記を参照してください。

３．当連結グループが有するすべての自己資本とリスクを対比して連結自己資本比率を計算しています。

【連結自己資本比率】

連結自己資本比率（（ハ）／（ニ））

オペレーショナル・リスク相当額調整額

リスク・アセット等の額の合計額 （ニ）

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額

信用リスク・アセット調整額

うち、土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額に係るものの額

うち、上記以外に該当するものの額

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー(△）

【リスク・アセット等】

信用リスク・アセットの額の合計額

【自己資本の額】

自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ）

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額 （ロ）

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15％基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

特定項目に係る10％基準超過額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

退職給付に係る資産の額

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額

コア資本に係る基礎項目の額 （イ）

【コア資本に係る調整項目】

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45％に相当する額のうち、経過措置によりコア資本に
係る基礎項目の額に含まれる額

少数株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

うち、上記以外に該当するものの額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、経過措置によ
りコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

適格旧資本調達手段のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

うち、回転出資金の額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

うち、適格引当金コア資本算入額

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

コア資本に算入される評価・換算差額等

うち、退職給付に係るものの額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額 △ 45,128 △ 49,360

うち、利益剰余金の額

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額

うち、出資金及び資本剰余金の額

（（１１））自自己己資資本本のの構構成成にに関関すするる事事項項
（単位：千円）

項　　　　目 令和４年度 令和３年度

【コア資本に係る基礎項目】

うち、再評価積立金の額
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（２）自己資本の充実度に関する事項

①信用リスクに対する所要自己資本の額及び区分ごとの内訳 （単位：千円）

信用リスク・アセット額

ａ ｂ＝ａ×４％ ａ ｂ＝ａ×４％

出資等

令和３年度 令和４年度

エクスポー
ジャーの
期末残高

信用リスク・アセット額 所要自己資本額 エクスポー
ジャーの
期末残高

所要自己資本額

－

我が国の中央政府及び
中央銀行向け

－ － － －

現金 － － －

－

国際決済銀行等向け － － － － － －

外国の中央政府及び中央銀行
向け

－ － － － －

－

外国の中央政府等以外の公共
部門向け

－ － － － － －

我が国の地方公共団体向け － － －

－

地方公共団体金融機構向け － － － － － －

国際開発銀行向け － － － － －

－

地方三公社向け

我が国の政府関係機関向け － － － － －

法人等向け

金融機関向け及び
第一種金融商品取引業者向け

抵当権付住宅ローン

中小企業等向け及び
個人向け

－

３ヶ月以上延滞等

不動産取得等事業向け － －

信用保証協会等による保証付

取立未済手形

－

共済約款貸付 － － － －

株式会社地域経済活性化支援
機構等による保証付

－ － － － －

（うち重要な出資のエク
スポージャー）

－ － － － － －

（うち出資等のエクス
ポージャー）

（うち他の金融機関等の対象資本等
調達手段のうち対象普通出資等及
びその他外部ＴＬＡＣ関連調達手段
に該当するもの以外のものに係るエ
クスポージャー）

－ － － － － －

上記以外

（うち特定項目のうち調整項目に算
入されない部分に係るエクスポー
ジャー）

－ － － － － －

（うち農林中央金庫又は農業協同組
合連合会の対象調達手段に係るエ
クスポージャー）
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注）

②オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 （単位：千円）

注）オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、当ＪＡでは基礎的手法を採用しています。

③所要自己資本額 （単位：千円）

－

（うち総株主等の議決権の百分の十
を超える議決権を保有していない他
の金融機関等に係るその他外部ＴＬ
ＡＣ関連調達手段に係る５％基準額
を上回る部分に係るエクスポー
ジャー）

－ － － － － －

（うち総株主等の議決権の百分の十
を超える議決権を保有している他の
金融機関等に係るその他外部ＴＬＡ
Ｃ関連調達手段に関するエクスポー
ジャー）

－ － － － －

経過措置によりリスク・ア
セットの額に算入となるもの
の額

－ －

（うち上記以外のエクスポージャー）

１．「３ヶ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している債務者に係る
　エクスポージャーをいいます。
２．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。
３．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入となるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置によるリス
　ク・アセットの額および調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとしてリスク・アセットの額に
　算入したものが該当します。
４．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）、間接清算参加者向け、信用リスク削減手法とし
 て用いる保証またはクレジットデリバティブの免責額が含まれます。

令和３年度 令和４年度

オペレーショナル・リスク
相当額を８％で除した額

ａ

所要自己資本額

ｂ＝ａ×４％

オペレーショナル・リスク
相当額を８％で除した額

ａ

所要自己資本額

ｂ＝ａ×４％

－

合 計

他の金融機関等の対象資本調達
手段に係るエクスポージャーに
係る経過措置によりリスク・ア
セットの額に算入されなかった
ものの額（△）

－ － － － －

リスク・アセット（分母）
合計

ａ

所要自己資本額

ｂ＝ａ×４％

リスク・アセット（分母）
合計

ａ

所要自己資本額

ｂ＝ａ×４％

令和３年度 令和４年度
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（３）信用リスクに関する事項

①　信用リスク管理

②　標準的手法に関する事項

Ｓ＆Ｐグローバル・レーディング（Ｓ＆Ｐ）

フィッチレーティングスリミテッド(Ｆｉｔｃｈ)

　当連結グループでは、ＪＡ以外で与信を行っていないため、連結グループにおけ

る信用リスク管理の方針及び手続等は定めていません。ＪＡの信用リスク管理の方

針及び手続の方針等の具体的内容は、単体の開示内容（ P.81 ）をご参照ください。

　（注）単体の「リスク管理の状況」の項目に記載。

　当連結グループでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に

定める標準的手法により算出しています。また、信用リスク・アセットの算出にあ

たって、リスク・ウェイトの判定に当たり使用する格付等は次のとおりです。

　なお、リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等についてはＪＡバンク

で統一しており、適格格付機関の格付を使用するエクスポージャーは金融機関向け

エクスポージャーと法人等（中小企業を除く）向けエクスポージャーです。

（ア）金融機関向けエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの判定に使用す

　　るカントリーリスク・スコアは日本貿易保険によるものです。

（イ）法人等向けエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの判定に使用する

　　格付けは、以下の適格格付機関による依頼格付けのみを使用し、非依頼格付は

　　使用していません。

適 格 格 付 機 関

株式会社格付投資情報センター(Ｒ＆Ⅰ)

株式会社日本格付研究所(ＪＣＲ)

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Ｍｏｏｄｙ'ｓ)
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（単位：千円）

うち貸出金等 うち債券 うち貸出金等 うち債券

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

運輸・通信業

金融・保険業

その他

1年以下

1年超3年以下

3年超5年以下

5年超7年以下

7年超10年以下

10年超

注）

③　信用リスクに関するエクスポージャー（地域別、業種別、残存期間別）
　及び３ヶ月以上延滞エクスポージャーの期末残高

令和３年度 令和４年度

信用リスクに関するエクスポージャー残高 ３ヶ月以上
延滞エクス
ポージャー

信用リスクに関するエクスポージャー残高 ３ヶ月以上
延滞エクス
ポージャー

電気・ガス・
熱供給・水道業

期限の定めのないもの

日本国政府・
地方公共団体

法
人

建設・
不動産業

個　人

その他

業種別残高計

卸売・小売・飲
食・サービス業

残存期間別残高計

１．「３ヶ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している
　エクスポージャーをいいます。
２．その他には、固定資産等が該当します。
３．当ＪＡでは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分（国内・国外）は省略しております。
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④　 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 （単位：千円）

目的使用 その他 目的使用 その他

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

建設・不動産業

電気・ガス・熱供
給・水道業

運輸・通信業

金融・保険業

卸売・小売・飲
食・サービス業

その他

注）当ＪＡでは国内の限定されたエリアで事業活動を行っているため、地域別の区分（国内・国外）は省略しております。

⑤　貸出金償却の額 （単位：千円）

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

建設・不動産業

電気・ガス・熱供
給・水道業

運輸・通信業

金融・保険業

卸売・小売・飲
食・サービス業

その他

合　計

個　人

法
　
　
　
人

期末残高

法
　
　
　
　
　
人

個　人

令和３年度 令和４年度

区　　分

令和３年度 令和４年度

期首残高 期中増加額 

期中減少額 
期末残高 期首残高 期中増加額

期中減少額
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⑥　信用リスク削減効果勘案後の残高及びリスク・ウエイト1250％を適用する残高 （単位：千円）

格付あり 格付なし 計 格付あり 格付なし 計

（４）信用リスク削減手法に関する事項

①　信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

令和３年度 令和４年度

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高

リスク・ウエイト0%

リスク・ウエイト2%

リスク・ウエイト4%

リスク・ウエイト10%

リスク・ウエイト20%

リスク・ウエイト35%

リスク・ウエイト１250%

計

注）
１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトのみなし計
　算が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）並びにオフ・バ
　ランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。
２．経過措置によってリスク・ウエイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・ウエイト
　によって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集計の対象としてい
　ます。
３．1250％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバティブの
　免責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウエイト1250％を適用したエクスポージャーが
　あります。

　連結自己資本比率の算出にあって、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」に

おいて定めています。信用リスク削減手法の適用及び管理方針、手続は、ＪＡのリスク管

理の方針及び手続に準じて行っています。ＪＡのリスク管理の方針及び手続等の具体的内

容は、単体の開示内容（ P.85 ）をご参照ください。

リスク・ウエイト50%

リスク・ウエイト75%

リスク・ウエイト100%

リスク・ウエイト150%

リスク・ウエイト250%

その他
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②　信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額 （単位：千円）

適格金融
資産担保

保証
適格金融
資産担保

保証

（５）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手の
　 　リスクに関する事項　

               当連結グループにおきましては、該当する取引はありません。

（６）証券化エクスポージャーに関する事項

               当連結グループにおきましては、該当する取引はありません。

（７）オペレーショナル・リスクに関する事項

①　オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

上記以外

令和４年度

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け

金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

３ヶ月以上延滞等

令和３年度

合計

（注）

１．「３ヶ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヶ月以上延滞している 債務者に
　　係るエクスポージャーのことです。
２．「上記以外」には、現金・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）が含まれます。

　連結グループにかかるオペレーショナル・リスク管理は、子会社においてはＪＡのリス

ク管理及びその手続に準じたリスク管理を行っています。ＪＡのリスク管理の方針及び手

続等の具体的内容は、単体の開示内容（ P.86 ）をご参照ください。
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（８）出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項

①　出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

②　出資その他これに類するエクスポージャーの連結貸借対照表計上額及び時価　　　　(単位：千円）

貸借対照表
計上額

時価評価額
貸借対照表
計上額

時価評価額

③　出資その他これに類するエクスポージャーの売却及び償却に伴う損益 (単位：千円）

売却益 売却損 償却額 売却益 売却損 償却額

　　　　当連結グループにおきましては、該当する取引はありません。

　　　　当連結グループにおきましては、該当する評価損益は生じておりません。

　　　　当連結グループにおきましては、該当する取引はありません。

非上場

合計

④　連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額（その他有価証券評価損益等）

⑤　連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額（子会社・関連会社株式の評価損益等）

（９）リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

上場

　「出資その他これに類するエクスポージャー」とは貸借対照表上の有価証券勘定
及び外部出資勘定の株式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおい
ては、これらを①子会社、②系統および系統外出資に区分して管理しています。な
お、有価証券勘定の株式は保有しておりません。

　①子会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業のよ
り効率的運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営について
は毎期の決算書類の分析の他、毎月定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努
めています。

　②系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に
加え、日常的な協議を通じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資につ
いても同様の対応を行っています。

　なお、これらの出資その他これに類する資産の評価については、取得原価を記載
し、毀損の状況に応じて外部出資等損失引当金を設定しています。また、評価等重
要な会計方針の変更等があれば、注記表にその旨記載することとしています。

令和３年度 令和４年度

上場

非上場

合計

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

令和３年度 令和４年度
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（１０）金利リスクに関する事項

①　金利リスク量の算定手法の概要

②　金利リスクに関する事項
（単位：百万円）

当期末 前期末 当期末 前期末

短期金利低下

　連結グループの金利リスクの算定手法は、ＪＡ
の金利リスクの算定手法に準じた方法により行っ
ています。ＪＡの金利リスクの算定手法は、単体
の開示内容（ P.88 ）をご参照ください。

IRRBB1：金利リスク

項番
ΔEVE ΔNII

上方パラレルシフト

下方パラレルシフト

スティープ化

フラット化

短期金利上昇

最大値

当期末 前期末

自己資本の額
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